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陳 情 第 １７ 

 

水田二毛作の促進に関する陳情 

 

【趣旨】 

 霞ヶ浦導水事業が完成し汚染対策が進むまで、二毛作を展開し土地改良が必要である。 

 そこで、米の食味値７０以下の水田に対し、小麦と米の二毛作を促進し、農家の収入の

安定をはかる。 

 市が営農指導を徹底し、地区農業を守って頂き度。 

（事業を進めるに当たっては、国、県、関係機関の財源を積極的に活用して頂き度。） 

 

 

【委員長報告要旨】 

 委員からは「確かに、石岡の一部では二毛作を展開しているところもあるが、この陳情者

が言うように、この石岡市全域の中で二毛作を展開をするということは、非常に難易度が高

い。そしてなおかつ、現在の農業を取り巻く状況は年々逼迫しており、食糧難ではあるが、

今、それ以上に肥料代や燃料代などすべてが高騰をしており、この二毛作を実現しようとす

るなどは到底不可能ではないか。」などの意見が出されました。 

 

【結果】 

 不採択 


